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大阪地方検察庁が、11 月 9 日に関西電力の旧経営陣 9 名に対する告発を

「嫌疑不十分」として不起訴を決定しました。 

2019 年 12 月 13 日にみなさんで大阪地方検察局に告発してから約 2 年の月

日が過ぎてからこの様な決定を下した大阪地検に対して極めて強い怒りと不

信を感じます。 

同日午後 5 時から弁護団と告発人の代表により行った記者会見では河合弁

護士より「弁護団声明」を読み上げ、大阪地検の決定が不当であることを明

らかにして検察審査会に臨むことを宣言しました。 

告発する会からは、代表世話人である末田一秀さんが「関電が損害賠償請

求している事件がなぜ不起訴になるのか市民感覚にそぐわない。原発立地工

作の闇を明らかにしたくない原子力村の意向に従った決定」と述べました。 

告発する会は、これまでの会議により、不起訴が決まれば速やかに検察審

査会に申し立てを行い、福島原発事故の責任を問う東電刑事裁判と同様に２

度の「起訴相当」の議決を勝ち取って、強制起訴をめざすことを確認してい

ます。 

会員の皆様には手続きをお願いすることになります。検察審査会への手続

きを弁護士に委任する書類は、地検から不起訴の書類が届き次第確定させ、

皆様へ送付する予定です。 

会員の皆様のご協力をお願いしてお知らせにいたします。 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


